
映
画

種
類 第

二

千

五

百

六

十

六

号

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

淫
乱
Ｏ
Ｌ
思
い
っ
き
り
抱
い
て

小
悪
魔
メ
イ
ド
後
ろ
か
ら
お
願
い
し
ま
す

め
ぞ
ん
美
熟
女
ぬ
る
ぬ
る
下
宿

桃
木
屋
旅
館
騒
動
記

痴
漢
と
覗
き
ス
ケ
ベ
な
占
い
師

怪
談
女
霊
と
ろ
け
腰

題
名

等

(

金
曜
日)

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
東
宝
映
画

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

目

次

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

私
学
振
興
・
青
少
年
課)

四
八
五
ペ
ー
ジ

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生

(

畜

産

課)

四
八
六

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
八
六

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

四
八
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

四
八
八

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
道
路
維
持
課)

四
八
九

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(
建
築
指
導
課)

四
八
九

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

森
林
研
究
所)

四
九
一

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

四
九
一

雑

報

○
岐
阜
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算
公
告

(

市

町

村

課)
四
九
二

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
26年
７
月
25日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日



道
路
の
種
類

路
線
名

美
濃
市
大
字
御
手
洗
字
三
本

榎
八
六
〇
番
三
地
先
か
ら

区

間

前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

県
道

上

野

関

線

美
濃
市
大
字
御
手
洗
字
神
戸

一
一
五
四
番
六
地
先
か
ら

同

市
大
字
同

字
高
平

一
一
七
九
番
一
七
地
先
ま
で

同

市
大
字
同

字
尾
之

上
八
〇
七
番
二
地
先
ま
で

後 前 後��･�〜��･� �･�〜��･� �･�〜��･����･� ���･� ��･�

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

家
畜
伝
染
病
の
発
生
が
あ
っ
た
の
で
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

病
名

ヨ
ー
ネ
病

二

家
畜
の
種
類

牛

三

患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
区
分
及
び
そ
の
頭
数

患
畜
一
頭

四

発
生
場
所

高
山
市

五

発
生
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
三
日

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
中
熱
＆
地
下
水
資
源
活
用
Ｎ
Ｅ
Ｔ

三

代

表

者

の

氏

名

香
田

明
彦

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
芥
見
南
山
二
丁
目
四
番
二
六
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
市
民
や
行
政
・
企
業
等
諸
団
体
に
対
し
て
、
地

中
熱
の
活
用
を
は
じ
め
と
す
る
地
下
水
利
用
と
地
下
水
資
源
の
保

全
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
の
地
盤
環
境
の
特
徴
を
活
か
し

た
地
下
水
利
用
の
普
及
と
促
進
を
図
り
、
地
下
水
環
境
の
保
全
と

地
球
温
暖
化
防
止
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
ん
し
ょ
う
の
会

三

代

表

者

の

氏

名

志
賀

厚
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
三
福
寺
町
一
二
九
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
会
は
、
一
人
一
人
の
障
害
児
者
の
尊
厳
が
尊
重
さ
れ
る
社

会
の
実
現
を
基
本
に
据
え
、
障
害
児
者
が
地
域
で
生
き
、
地
域
と

の
交
流
を
図
り
な
が
ら
、
心
豊
か
に
生
活
で
き
る
場
づ
く
り
を
目

指
し
た
事
業
を
行
い
、
障
害
児
者
の
福
祉
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
陽
だ
ま
り

三

代

表

者

の

氏

名

白
川

利
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
下
林
町
九
六
六
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
飛
騨
地
区
の
地
域
住
民
に
対
し
て
、
介
護
、
福

祉
に
関
す
る
事
業
を
行
な
い
、
地
域
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ソ
ム
ニ
ー
ド

三

代

表

者

の

氏

名

和
田

信
明
・
中
田

豊
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
千
島
町
九
〇
〇
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
い
わ
ゆ
る
発
展
途
上
国
の
農
村
等
の
貧
困
層
の

生
活
の
自
立
の
た
め
の
自
助
努
力
を
支
援
す
る
こ
と
、
及
び
、
そ

れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
日
本
に
住
む
我
々
の
生
活
を
見
直
す
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
も
し
び

三

代

表

者

の

氏

名

奥
野

孝
代
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四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
鷹
之
巣
一
五
〇
一
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
加
齢
、
障
害
、
が
ん
等
の
難
治
の
病
等
を
抱
え

る
方
が
、
支
援
や
援
助
を
求
め
た
時
に
、
家
庭
的
で
暖
か
い
雰
囲

気
の
中
で
、
日
常
生
活
上
又
は
社
会
生
活
上
に
お
い
て
、
利
用
者

が｢

や
す
ら
か
に｣

｢

自
分
ら
し
く｣

日
々
を
過
ご
せ
る
よ
う
に

支
援
や
援
助
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ａ
ｌ
ａ
ク
ル
ー
ズ

三

代

表

者

の

氏

名

澤
野

親
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
市
下
恵
土
三
四
三
三
番
地
一
三
九

可
児
市
文
化

創
造
セ
ン
タ
ー
内

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
市
民
の
文
化
振
興
に
対
す
る
意
識
の
高
揚
を
促

し
、
市
民
の
文
化
・
芸
術
の
創
造
と
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
つ
ち
の
こ
村

三

代

表

者

の

氏

名

栗
本

重
秋

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
加
茂
郡
東
白
川
村
神
土
五
四
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
東
白
川
村
の
地
域
を
中
心
と
す
る
白
川
流
域
周

辺
地
域
の
住
民
、
諸
団
体
、
企
業
、
村
出
身
者
及
び
自
然
を
求
め

て
訪
れ
る
人
々
に
対
し
て
、
自
然
環
境
の
保
全
、
地
域
経
済
の
活

性
化
、
情
報
化
社
会
の
発
展
を
図
る
事
業
及
び
村
人
会
等
都
市
住

民
と
の
交
流
を
行
い
、
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
及
び
中
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
バ
ロ
ー

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)
バ
ロ
ー
川
合
店

美
濃
加
茂
市
川
合
町
二
丁
目
二
一
二
〇
番
地

外

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日
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同
岐
西
建
築
第
九
四
号
の
二

五 同
岐
西
建
築
第
九
三
号
の
三

七同

二
六
・

三
・
二
五

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
九

三
号
の
二
六

平
成
二
六
・

一
・
二
七

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

瑞
穂
市
穂
積
字
野
口
一
〇
四
〇
番
二
、
一
〇

四
〇
番
四
、
一
〇
四
〇
番
七
及
び
一
〇
四
一

同

市
竹
鼻
町
飯
柄
字
西
野
間
五
〇
一
番

羽
島
市
福
寿
町
平
方
字
土
手
西
一
一
〇
四
番
、

一
一
〇
五
番
一
、
一
一
〇
五
番
二
、
一
一
一

六
番
一
、
一
一
一
七
番
一
、
一
一
一
八
番
一

及
び
一
一
一
九
番
一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

道
路

道
路

道
路

公
共
施
設
の

種
類

同 同 開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

岐
阜
市
金
岡
町
五
番
地

セ
ン
ト
ラ
ル
開
発
株
式
会
社

羽
島
市
福
寿
町
間
島
三
丁
目
九
〇
番
地
二

は
ち
企
画
株
式
会
社

代
表
取
締
役

塚

田

三

夫

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一
番
地

株
式
会
社
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス

代
表
取
締
役

竹

内

修

一

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

平
成
二
十
七
年
三
月
十
六
日

五

店
舗
面
積

二
、
四
七
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六

駐
車
場
の
収
容
台
数

一
〇
八
台

七

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

三
五
八
平
方
メ
ー
ト
ル

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
占
用
許
可
管
理
シ
ス
テ
ム
外
３
シ
ス
テ
ム
再
構
築
等
委
託
業
務

一
式(占
用
許
可
管
理
シ
ス
テ
ム
再
構
築
業
務
､
道
路
施
設
現
況
シ
ス

テ
ム
再
構
築
業
務
､
施
設
台
帳
管
理
シ
ス
テ
ム
拡
張
業
務
､
境
界
管

理
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
)

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
26年
５
月
28日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
26年
７
月
７
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
薮
田
南
三
丁
目
１
番
21号

大
日
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役
後
藤
隆

６
落
札
金
額
60,048,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
二

一
四
号

平
成
二
五
・

六
・
一
一

開
発
協
議

(

変
更
協
議)

番

号

及

び

年

月

日

同
岐
西
建
築
第
九
九
号
の
二

同

二
五
・
一
〇
・

一

同
西
建
築
第
七
九
号
の
五

同

二
五
・

二
・
二
六

同
岐
西
建
築
第
一
三
号

の
一
二

同
二
六
・

五
・
二
八

同
岐
西
建
築
第
九
二
号
の
一

三同

二
六
・

五
・
一
九

同
岐
西
建
築
第
二
号
の
二

同

二
六
・

四
・
二
八

同
岐
西
建
築
第
一
三
号

の
一
三

同
二
六
・

六
・
一
六

同
岐
西
建
築
第
九
四
号
の
二

七同

二
六
・

二
・
二
七

同

二
六
・

二
・
一
〇

羽
島
市
正
木
町
大
浦
字
宮
東
二
三
〇
番
二
、

二
三
五
番
二
、
二
八
一
番
二
の
一
部
及
び
三

〇
九
番
五(

第
一
工
区)

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

安
八
郡
輪
之
内
町
下
大
榑
新
田
字
奥
沼
六
二

一
番
一
、
六
二
一
番
三
、
六
二
一
番
四
及
び

六
二
一
番
七

不
破
郡
垂
井
町
府
中
字
野
庵
一
九
四
七
番
一
、

一
九
四
七
番
四
、
同

町
岩
手
字
小
川
原
二

一
八
七
番
、
同

町
同

字
灯
明
四
五
四
九

番
及
び
四
五
五
〇
番
一

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
北
二
丁
目
二
五
番

同

市
穂
積
字
高
野
一
九
五
三
番
及
び
一
九

五
四
番

同

市
古
橋
字
土
海
道
一
四
七
九
番
一
及
び

一
四
八
〇
番
一

番
一

道
路

公
共
施
設
の

種
類

道
路

緑
地

道
路

道
路

道
路

開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域 同 同 同 同 同

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

開
発
協
議
が
成
立
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

安
八
郡
輪
之
内
町
中
郷
新
田
二
五
四
四
番
地
二

Ｋ
Ｒ
Ｈ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

青

山

光

司

不
破
郡
垂
井
町
岩
手
四
五
三
八
番
地

社
会
福
祉
法
人
白
寿
会

理
事
長

浅

野

明

彦

東
京
都
練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
六
番
一
一
号

一
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀

口

忠

美

本
巣
市
仏
生
寺
二
六
六
番
地
の
二

株
式
会
社
鵜
飼
組

代
表
取
締
役

鵜

飼

幸

子

瑞
穂
市
稲
里
六
六
七
番
地
の
一
〇

有
限
会
社
岡
本
工
業

代
表
取
締
役

岡

本

保

夫

代
表
取
締
役

岩

田

克

弘

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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同
岐
西
建
築
第
二
三
〇

号同
二
五
・

九
・

一

同
岐
西
建
築
第
一
七
一

号同
二
六
・

六
・

四

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
実
験
用
木
材
乾
燥
機
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
26年
５
月
15日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
26年
６
月
24日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
静
岡
県
島
田
市
中
河
218番

地

株
式
会
社
大
井
製
作
所

代
表
取
締
役
田
中
賞

６
落
札
金
額
42,595,200円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
森
林
研
究
所

�
所
在
地
美
濃
市
曽
代
1128番

地
１

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
Ｉ
Ｃ
免
許
証
作
成
シ
ス
テ
ム
の
電
子
署
名
生
成
装
置
機
器
等
の

リ
ー
ス
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
26年
５
月
２
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
26年
６
月
13日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
一
丁
目
17番
１
号

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
中
部
支
店

支
店
長
星
野
和
隆

６
落
札
金
額
82,463,940円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
Ｉ
Ｃ
免
許
証
作
成
シ
ス
テ
ム
の
追
記
装
置
機
器
等
の
リ
ー
ス

一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
26年
５
月
２
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
26年
６
月
13日
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５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
一
丁
目
17番
１
号

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
中
部
支
店

支
店
長
星
野
和
隆

６
落
札
金
額
105,828,120円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

雑

報

○
岐
阜
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算
公
告

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法(

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号)

第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岐
阜
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

理
事
長

堀

孝

正
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損益計算書の要旨 (単位：千円)

経 理 区 分 短 期 長 期 預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付

収

入

負担金 6,576,559 18,787,969 219,291 199,460

掛金 6,704,709 10,618,769 192,096

施設収入・商品売上 135,519

組合員貸付金利息 181,103

連合会交付金 73,519 1,543

育児・介護休業手当金交付金 572,750

利息及び配当金 2,392 135,845 3,768 988 1,498 1,126,892

償還差益 260 18 3,170

その他収入 145,363 9 11,511 6,272 11,776 867

他経理から繰入金 40,773 15,000

前年度繰越支払準備金 980,118

計 14,982,151 29,406,738 135,845 337,360 404,055 158,307 1,141,838 183,513

支

出

給付金 6,375,692

役職員給与 133,995 3,292 24,793 14,027 20,471

旅費・事務費 21,909 1,403 888 2,372 2,453

厚生費 142 378,781 19 13 15

商品仕入 10,149

飲食材料費 22,116

委託費 5,788

支払利息 135,845 906,049 135,811

掛金・負担金払込金 29,406,738

事務費負担金払込金 97,484

特定健康診査等費 27,626

前期高齢者納付金 2,784,976

後期高齢者支援金 2,454,763

老人保健拠出金 81

退職者給付拠出金 595,214

介護納付金 968,216

連合会払込金 171,114 8,092

連合会拠出金 456,532

その他支出 14,437 53,742 17,000 100,083 7,265 11,377

他経理へ繰入金 40,773 15,000

次年度繰越支払準備金 966,921

計 14,828,719 29,406,738 135,845 313,060 443,102 158,048 929,726 178,219

差引当期利益金又は当期損失金 153,432 0 24,300 △ 39,047 259 212,112 5,294

貸借対照表の要旨

資

産

流動資産 2,155,292 1,694,109 67,791 448,343 421,264 207,743 930,213 195,038

固定資産 5,236,500 120 212,466 62,180,700 6,318,638

資産合計 2,155,292 1,694,109 5,304,291 448,463 421,264 420,209 63,110,913 6,513,676

負

債

流動負債 25,581 1,694,109 10,573 37,745 7,157 59,837,822 1,018

固定負債 966,920 5,304,291 228,287 102 12,242 18,643 5,342,061

負債合計 992,501 1,694,109 5,304,291 238,860 37,847 19,399 59,856,465 5,343,079

純
資
産

資本剰余金 334,598

利益剰余金 1,162,791 209,603 383,417 66,212 3,254,448 1,170,597

純資産合計 1,162,791 0 209,603 383,417 400,810 3,254,448 1,170,597

負債・純資産合計 2,155,292 1,694,109 5,304,291 448,463 421,264 420,209 63,110,913 6,513,676
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